
都道府県労働局長殿

基発 0330第 7号

平成28年 3月 30日

厚生労働省労働基準局長

（公印省略）

「未払賃金の立替払事業の運営について」の一部改正について

未払賃金の立替払事業の運営については、平成 19年 3月 1日付け基発第

0301002号「未払賃金の立替払事業の運営について」により指示したところであ

るが、今般、行政不服審査法（平成 26年法律第 68号）及び独立行政法人に係

る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律（平成 27年

法律第 17号）の施行等に伴い、同通達に示す下記の様式を別添のとおり改正し、

平成28年4月 1日から施行することとしたので、 了知の上、その運用に当たり

遺漏なきを期されたい。

記

様式第2号 認定通知書

様式第3号 不認定通知書

様式第4号 確認申請書

様式第5号 確認通知書

様式第6号 不確認、通知書

様式第7号 証明書

様式第8号 未払賃金の立替払請求書

様式第9号 未払賃金の立替払に係る認定の取消しについて

様式第 10号未払賃金の立替払に係る確認の取消しについて

様式第 11号未払賃金の立替払に係る確認の変更について

様式第 12号未払賃金の立替払における不正受給に係る返還命令書

様式第 13号未払賃金の立替払における不正受給に係る連帯返還命令書

様式第 14号未払賃金の立替払における不正受給に係る納付命令書

様式第 15号未払賃金の立替払における不正受給に係る連帯納付命令書



「

（未払賃金の地事業 l
様式第 2 号 j

認定通知

殿

室田

年 月 日

労働基準監督署長 固

年 月 日に提出された下記の事業主に係る立替払の事由に

関するあなたからの認定申請については、これを認定します。

なお、確認申請書の③の申請日には、 年 月 日及び④の認定日

には、 年 月 日と記入してください。

記

事業主

本社
フリガナ

事 （名称又は氏名）
業
主 （住 所）） 

代 （職 名）
表
者 （氏 名）

（ご注意）

年 月 日から 年 月 日までの問に退職した労働者で、あって、未払賃金の額

が2万円以上のものが立替払の対象となりますn

2 立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6月前の日から請求先（独立行政法人労働者健康安全

機構）に対する立替払請求の日の前日までの聞に支払期日が到来している定期賃金及び退職手当で

あって、未払となっているものです。

3 認定後の手続として、上記1に該当する各労働者は、労働基準監督署に備付けの確認申請書（様

式第4号）に必要事項を記入し、労働基準監督署長に提出の上、認定の申請日、認定の目、退職の日、

上記2の未払賃金の額及び立替払額（上限あり）等についての確認通知書（様式第5号）の交付を受け

てください。

なお、当該通知書の交付を受けた後、未払賃金の立替払請求書（様式第8号）により、請求先（独立

行政法人労働者健康安全機構）に立替払の請求ができる期間は、労働基準監督署長の倒産の認定

の日（又は裁判所の破産等の手続開始の決定の日）の翌日から起算して2年以内に限られています。



（未払賃金の立替払事業 ）
様式第 3 号

不認定通知

殿

年

童日

月 日

労働基準監督署長 固

年 月 日に提出された下記 1の事業主に係る立替払の事由

に関するあなたからの認定申請については、これを不認定とします。

不認定の理由は、下記2のとおりです。

記

1 事業主

本社
フリガナ

（ （名称又は氏名）事
業
主 （住 所 ）） 

代 （職 名
表
者 （氏 名

2 理由

この処分に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して 3か月以内に厚

生労働大臣に対して審査請求をすることができます。ただし、処分があった日から 1年を経過した

場合は、審査請求をすることができません。

この処分に対する取消訴訟は、国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となり

ます。）、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内に提起することができま

す。ただし、処分があった日から 1年を経過した場合は、提起することができません。

また、厚生労働大臣に対して審査請求をした場合には、この処分に対する取消訴訟は、その審査

請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます（こ

の場合においても裁決を経る前に直ちに取消訴訟を提起するこ とは妨げられません。）。ただし、裁

決があった日から 1年を経過した場合は、提起するこ とができません。



（胤賃金の時払料）
械式首I~ 4 号

確 三ロ心刃、申 請 重匠ヨ宝
※ 

署受理印

司回‘ー・・F一

(7 'J ガナ｝

氏 名 ＠ 

生年月日 年 月 日（男 ・女）

労働基準監督署長殿

住
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百
円

本社
ヲ・， ，，＋

（名休又は氏名）

（ ~業主11 ｛住 所）

（名 祢） ＠口町二日口口口電話（
事業場 ドーーー

fffr (1：地｝

A. 上1c••院主について （ ）労働基準監首署長のU定があったので下mt路事項①から⑧までのすべての確uを申絡します．

I I ｜すべて l
l③破産手続開始＠特別清算開始l I I 

B.上記事業主について（ ）地方銀判所の 1 1 の決定等があったので下記確~事項の限沼活ゆl の確認を申勝します。
ID再生手続開始 ＠吏生千続開始｜ 陥荻掬l

企業が l年以上期衆 ③ 申新日 （申立日） ⑤ 基撤退験日 （確認申読者が辺徹した日）
①島根ill職11における年前官（

①活動を行っていること。 年月日 年月 日
成）

労 災 保 険の cIIB定臼（決定円） ③ 退職の事由｛iJ!生手続f持IM'iに政当した者のみ紀入） 中小定栴企;fl業金辺職共金共済制度、 ' 

②適用事業主であることの
特通 量1職職年金制済制度度、、 i古H ι 臨

年 月 口 会社都合（定年を含む） 自己都合 開積年金制度事への加入の有無｜

櫨待金の鍍 支払 紺l日 基 本 貸 金 手当 手当 手当 下当 百1 支払われた額 未払貸金の額

③ 1手 J-J 日 円 円 円 円 円 円 同 円

4、
~品にー－

月 日 門 門 門 P:I 円 Pl P"J 内

年 JI 口 円 同 円 円 円 円 内 円
ti. 

期 均二 月 日 円 l'l i可 f'I 円 円 円 ド！

i"/ f手 fl 日 円 同 円 円 内 内 円 円

金
貨 {j. 月 !cl Pl 円 円 門 阿 円 円 内

月 11 円 Pl IIJ ドj 円 Jl] Pl ｜可

(T) 金
司 月 II 円 円 円 11! 阿 円 円 ト可

!Ci ｜斗 円 内 fll 円 内 円 l'I 

白雪 年 }) H 円 門 l'I 

Aと 1l 賃金の 立 f｝払在fi の計 算 f,- iii 円 円 jTj 

ーー，宇世甲宇一ーーーーーーーーー－－－－－－ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー司・・軸

立 ，恥払づ宮似くlFU稲川併ずに｜
賃金締切日 毎 月 Fl 

u 低法い 上 の'Mtのし、れか

賃金支払方法
fl給過給 11給・時間給出来高齢j

担、 r－－－－－－一一一 一一一吋 「d孟；~iitli「日ー平「．訊’帥y － 話~· -: その他 （ ） 

有司
; XQ.8=, : : : : : : 1円：（円未満切拍て）

Im入年月 II if, 月 Ii 
L ..ーー『干骨悼，a 皐ーーーーーーーーーーー_j , ___ : 骨ー－: ___ ' l骨ー＿_; __ ＿（・ーー」4恒司.L，申’' 

I 1託金台帳 （写） 2労働契約締結時の賃金に関する得而 （写） 3就業品lftll(:I,'.) 4労働協約 （写）

5 ~￥iiH宇令 ('.!.,:) 6出動簿 （写） 7労働者名簿（写｝

一8 その他 （

I. 上記の資料があれば、 証明資料の該当脅号をOで凶み、この巾務審とともに提出してください。資料の提出は、原本を提出する方法又はその写

を従Illする！ii去のいずれでも結併です。

2. Ji[IYJ資料が2人以tの111税者に共通なものは、各申E両者ごとに提出する必要はありません。



〔記入上の注意等〕

I.※は記入しないでくださ l,, 

2. 中前曹のあて先は、 ·J~；量jJ,l （あなたが働いていた本社、文店、て場、 ft~所得をいいます。）の所布地を管相する労働基滋監

督署長です。

3.本社（事業主）の欄には、事業主が法人の渇合は法人の.f，柄、‘事業主が例人の土砂合は個人の氏名を犯人してください。

4.事業場が本社 （事業主）と1,;Jーのときは、’！Utt易欄には 「向上jと氾入してください．

5. A又はBの該当するfjをOで図んでくださt、Aに該当するぬ合は（ ）の，，，に認定を行っ た•）＂；働基準自主ff8の名刷、を記入し

てください。Bに該当するJ易合は （ ）のtjtに倒産についてのI量判l上の手続の開始決定等のあった地方主主判所の名称を紀入し、

①から③までのうち該当する事Jj'.jをCで｜湖み、①から＠までのうち裁判所又は管財人等の証明を受けられなかった・lii¥'lの併号を

Oで閉んでください。

6.③には、労働基端数t主将長への認定申d、破産手続開始の申立て、特別i百mm始のt1Jす．て、再生子統開始の中立て又は更生子

続開始の申立ての日を犯人してください これらの日が2つ以上ある喝合には、最初jの申請又は巾立てのHを記入してください。

7. cには、労働基準監督署長の認定、破桜子紋開始の決定、特別il'iUGH始の命令、再生手続開始の決定メは史生予続開始の決定

があった日を紀人してくださ t、。

8.①の（ 歳）には、基滋退職円 （⑤）＂寺におけるあなたの満年齢を記入してください e

9.中小企業退職金共済制度等の加入のイ司ー無を記入してください。

10. (I）⑧の「定期賃金Jとは、労働捺治法第24条第 2.1}'.l本文に規定する毎月 1回以上、 日定の！明日を定めて支払われる賃金（税

金‘社会保険料等の怜除の前の8n）をいい、 「退職手当」とl卓、退職・時金及び退験if.金の双方を合みます。

(2）定期JU金 .,I!臓手当の欄が足りない場合／j.、官lj紙に,ljき、 「証明資料Jにその旨を記入の上、この申初Sに添付してくだ

さL、．

11. 「ぷ払n金のi'J:f'r払fliの計11：」は、独立行政法人労働！，・健康安全機構作成の「よ払11令の立併払，1i1求llfの記入とtJllfU•11 r ,1: 

千十11.'tliの .~1·1）：刀法」 を参）！；にしてください。

12.氏名の欄は、記名抑印することに代えて、自筆による者名をすることができます。



（ほ刷式、白金首3の州5レI手業）

確 舌ロa刃」、 i重 知 重Eヨ宝

fj: Iりt
7リガナ 1-1 11 

氏名 民生 労働基準監督署長 四
あなたから 年 月 11付けで≪（，，.:2.のIJI泊があった’J/!(tについて、次のとおり町民認したので通知します
この処分に不miがある土~｝介l士、処分があったことを知lった fl の殺11；から起算して 3かJl以内に阿佐労働大1：，：に対して市俗的求

をすることができます。ただし、処分があったIIから I；ドを経過した場合l士、事10,'/,Jとをすることができ主せん。この処分に対
する取il'i訴訟は、凶を1皮；•；－として（，llfi止において l.!.!I を代炎する .r,·1士法務大1:i となり主す。 ） 、この処分があったことを知った｜！
の税円から起ti:して 6かJI以内に従起することができ去す ただし、処分があったnから 1q：を経過した場合lt、従起すること
ができません。 主た、 J•,[IJ ：，労働大 1 :i に対して帯1'1:J,'Iぷをした似合に！士、この処分に対する取ii'i 訴訟は、その事：1U,'/;Rに対する I«.
i)との送i主を受けた llC!＞~Ilから起p:して 6かJI以内に従起することができ主す（この似合においてもl主決を絞る1iifに11TちにlRil'i
訴訟を提起することは妨げられ士せん。）。ただし、 l止決があったnから I{fを経過した場合l士、針起することができません

フ ガナ

,ii; ti: （れ初、Xは氏 'r',) •,;-);1] 
（すもま己主） .(1= j也）

T 

代主主.r,・ （戦 氏名）

（名 利J
企業

2 
．・Ii来場 (Jifi・ :{(: I也）

附~1
。‘， 

T 

① l '.Jo以卜ー’I千1ミi,r;ili./Jを行 ②労災保険のi直川’111~ i：で 11令 文払J{/JII 」ょ ti、 ,r, イp グ〉 告HL司i
っているよと。 あること。 ⑥ の

イ 創刊1骨の（破1'f.・特別n'i'ff. 手F類 n 日 (II J) 
ア労働m:11，店主将＇F.・l~の認定 • ,11生・史的決定

tの聞かτ~J~ ③認定q1,mn<it1,・c円） 年 JI II 米
疋

④必定 II（決定川 ijo JI II 

~ 入 JI II 年 )] II 
-t1、 Jtll 

⑤ ｝，~ 司（（ j品 品世 II 対 II 

守／ 会（〉主社ir.目！を；イ干｛＇，む。）
1《T, 

退職 ・Iも I ii 
⑥（更生手続の場合のみ.le入） イ !'..I己t:11介 イb

］大正 金
⑦ i品戦労働行の＇l:fFJI 211（｛剥l JI 11 ( 議）

II 
3・l勺反 穏l

。〉 小，!I・

1アi ill職 JI II 
退職イli:m,, lえ ロ イiー イ特定i段戦全共済制！主 下、，，，
加l人のイi無 ウ泌総i込司.1111二・tm1口Ii年 者ti口1!'.f: エ，｝司幣＂I'-令部1111 オその他

メ1入『

」、 .J1、 l'l イ作 (J) 、，. f干 事（i σ〉 ,ti・ 

」ょ-tJ.、fiイt総桁Jくは日11文書n< ) Jill] Adムtt令の立符.J1、都i
のいずれか低い傾 "'l l'U:i,'Jの端i数は切りJ合てる。

(j Ji !ii Jj )J r・ (i ・.::! (j )j 1:, )j Ji r- II j/; ・.'.:! 

11）×0.8= i'J t' 

，，県j主 i紅J1: ｛主 合住 H、文給制 JiJr t'.} F見 i'J ii~( ；比機
(j!j I 1作)J I Jj I i・ 1 l'i I //; I也IPl 徴収以梢 di町村民税 Pl 

,;l~ 111lノ入 l'i' ,lt.'. •J(!f( 統制控除 f童文￥t矧
都道府県以税 i'J ili 加l

.... 11 

山T(.Jjl /jl 「1,・, 1 i;;I ・.::!1 i'J 
人

支給側 fJl綴 控除 ，ti Pl 



（織刷式、wiの川5ルJI於J

確 ミロ，刃」、 通 矢口 書（控） ！”，＼ 'P,No. 

fr 所
f；版No.

71）ガナ JJ II 

氏名 殿 労働基準監督者長 回

あなたから 年 JI n付けで体認の 1J1Wがあった’Jirtiについて、次のとおり r,/ri，~.したので通知l し主すa
この処分にィ、／lflがある.wf.-1士、処分があったことを知った11の塑flか ら起算して3かJI以内に阿佐労働大I：£に対して＇Mi,l,'1->Iと

をすることができ去すe ただし、処分があった11から lfドを経過した場合I士、洛・f'f.『111求をすることができません。 この処分にみI
するll又ii'l,]f，訟は、，，司を被作として（，l)j:，；止において1,1を代炎するお1士法務大J:iとなり£す ）、この処分があったことを知！った11
のヨrnから起算して6かJl以内に提起することができ去す。ただし、処分があったllから l年を続i位した幼介は、従起すること
ができ£せん。 £た、厚生'iH動.A:l'liに対して宿1i.UIボをした場合に｛士、この処分に対するl&ii'l,1/FJ剣士、その海1i.,Wボに対するj占
決の送i主を受けた13のう！！Ilから起p:して 6かJI以内に挺起するこ とができ主す（この助合においても級決を終るがlに11＇（ちに取 ii'J
,lli= ,:iを鉛起することは妨げられ主せん＇ ）をただし、 l止決があった IIから l年を経過した場合は、継起することができません。

フ ガナ

イ＇ ti: （れ拘：又はH:r,) 
(lJ｝業 i:)

（所 。： J也）
寸ー

｛＼：：－｝，足.／＇i （職 氏名）

( ¥, 材、）

目J ~；祭場
<,~r 在 I也）
T 

① ］ ｛ド以上・l~ ；史的 Ji}J を行 ②労災似険の適）IJ'Ji業主で U'金 文.J1、JUJII 未払 U' 金 の 傾
っていること。 あること。 ③ σ〉

イ決判所の（破産 ・特別清J1: 磁費Ji JJ II (Ji I) 
ア労働1.l<；＼包l!li.1とf将J主の認定

. 11陀・！.！£生｝決定

例のi高’ji等Ill ③認定1)11,j'/ll (111立川 JJ II ォー :;j目L． 

④ 認定日（決定日） 1f- JI II 

M 人 fド H II H LI 
払 Jill 

⑤』b 可ι i込 ヰ官 H fド /J II 

ァ会（J~，r,1を＞1干,;I;む個）
1t U' 

退職市 111
⑥（更生手続の場イ干のみ記入） イ J'..I己/:111ヰ

イt
l ), 1E イb

⑦退駁・'j'j働Jiの＇1-)FJJ
2-11／｛布l )] II ( 必）

官IiII 3 ,r，，皮
,j、，n・(I) 

退総 イド JI II 
i邑聡令制度 ロ イi一 イ特定ill戦全共済m,1，交

手、＇＇1
IJII入の 1-1無 ウ迎行？退職4ドイi'tfl；ロi]I支ォ 務i

口無 エ湖特｛f.イtm,11i その他
令 .n

.,J《 」l、 イE 17) •'l 干干 ,t］.、 官ri σ〉 .n- rr. 

,ldl、li金総桁Jくは似！支告白（ ) )jJlj ぷ.J1,1t1tの 、工科.J1、書n 耐t
のいずれか低い額 ,;, 1 Jil...l~i，前の端mは切り ti:-てる。

(1 Jj r,; Jj /J 千 ·~ (ih J作Jj Jj 千 ・!!. 

l'JX0.8= ｜り
JJ 



（州
様式可5 5 

有権 舌刃
ロ，L、 通 長日 書（控）

－a
－a
一

－Mn
－wn
一

一将

一
一船一：
 

一l
川一
4
1

一
好一
ナ
ヤ
h

l
一ガ

什山一
引
氏 民生

ft三 月 JI

労働基準監督署長回

あなたから 午 JI 日付けで目立認のq1,:nがあった’lJ引について、次のとおりr,(11,lt!，したのでitJj知lし主寸
この処分にィ、llf!がある滋{tit、処分があったことk）~Iった llのψ.IIから起算して3かJI以内にl学生労働大1：，：に対して市代前ボ

をすることができ£す ただし、処分があった IIから lijcを終i劫したj括合｛よ、有，1t,11'f;lとをするこ とができ .I:せん，この処分に対
するJjj(i「i,Vi' ,:i＇.は、 ！日を被：っとして（訴！？止において｜討を代d<.する行It法務大l!iとなり主す。）、この処分があったことを知った r1
の'fl!11から起算して6か月以内に侃起することができますむただし、処分があった IIから 1<1ミを終iめした土砂介は、従起すること
ができ£せん。ぷた、 1',UI：労働大｜正に対して待先請求をしたJJ｝介には、この処分に対する取ii'i,Ui:,.1'. I t、その・11rl't,m;1とに対するI&
決U】i基i主を交けた11Cl）笠IIから起｝°｝して 6かJJ以内に提起することができ去す（この品；合においてもJ占ikを絞るiii/に11＇（らに取 il'I
訴必を悦起すること｛士妨げられ主せん.）。ただし. J＆決があった IIから Ilf'を経過したt.U-合Ii:、総起することができ£せん

フ えf ナ

,ts: キI: （%科、XはJ.Uう） ＇，｝＞）リ
｛’J~業主）

(J叶 .(1: j也）

T 

代表.r,・ (J級 氏名）

tキ’． .f;j;) 
企業

2 
事業ti} (Ji庁 イI: J也）

hl/.f.見
3 

T 

① 1 ijふ以｜ソlト業活動を行 ② 労災保険の~)114~；定 4~で 1t金 x-11、知JrJ 米 」1, 1t {(1: の 官Ii
って いること。 あること。 ③ er) 

イ依判所の（破｝主・特別ilrn: 相l釘i 1，主 J-j IJ （円）
ア労働基準flH'P.・l止の認定

・41犯I:・!l!生）決定
fj'.1Jlf＇.字

③認定l!J前11 （『11也H) )J IJ ~亡 ~ の 111

＠ 必定 II(ik定lI) 司コ 11 JI 

｝瓦 1，ミ
41、 JUI 

入 JJ Ii JI Ii 

⑤ l,与 司I¥ ill 月議 II JI II 

申J 会（定社年相をiイト{I,む，）
t主 ~ 

i位戦 ’I~ 111 
⑥（~~t 下統の場イ干のみJ己人） イ ｜’｜己目II令 イ在

l .k Ii」 金
⑦ i詰戦労働行のLJ：イド）J

211/1羽l )J 11 ( ,.It) 
II 

3・Jl／ぷ も百

の 小 d十1ア I,J,~~ill~'.1:1.: ;1~~~酬 退職 11 II 
退職 金制 度 ロィi一 イ特定泌総合共済制度

子当
加l入のイi無 ウ適材b凶認｛ドイil::J；ロリ度ォ 結I

口無 エ，ll,1柊1r-金；：1m支 その他 1、I 

1ミ -tl、 H' 金 <7) ,r. f干 払 事:ri 。〉 ,rt τ1 

ぷJムitイ仕総務l)えは限度告Jl( ）万JJJ ぷ払a令のt王将.Jl、紙 1賄

のいずれか低い稲 ※ l円ぷ；前の端数は-1:)Jり拾てる。

(i Ji 4丹Jj Ji T・ r,; －占 (ih l/; Ji Ji l (j J古 ・2

JJJ×0.8= ｜円 t' 

受'i,(i.r,・の山手ワtlJlfiJXI主将名



（未払賃金の立替払事業 1
様 式第 6 号 ／

不 確認 通 失日 主回

里生

年 月 日

労働基準監督署長 固

日にあなたから確認申請年 月

のあった 件 については、下記 1の事項について下

記 2の理由により、不確認としました 。

記

1 事項

2 理由

この処分に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して 3か月以内に厚

生労働大臣に対して審査請求をすることができます。ただし、処分があった日から 1年を経過した

場合は、審査請求をすることができません。

この処分に対する取消訴訟は、国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となり

ます。）、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内に提起することができま

す。ただ、し、処分があった日から 1年を経過した場合は、提起することができません。

また、厚生労働大臣に対して審査請求をした場合には、この処分に対する取消訴訟は、その審査

請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して 6か月以内に提起することができます（こ

の場合においても裁決を経る前に直ちに取消訴訟を提起することは妨げられません。）。ただし、 裁

決があった日から 1年を経過した場合は、提起することができません。



（本払代金のな叫事業）
械式首~ 7 I} 

証 明 書

※ 災l副の「証明.;in己人 kの注E：」
により記入してください。

｜フリガナ｜

辺 ｜氏名｜
職 ｜ ｜

労｜⑦ I 10?:1 年月 n（殺）
｜ 生年川 Alf動l I 

者｜（住所）

i［；ι年

（耳除名）

3正｜（氏名）

明｜（住所） 〒

月 日~ふれ｜

：印：

者 Lー

本社｜（伊サ） ｜ ｜沼J苦 ( ) ー

（も附）｜（伊官 ）〒 」偲寄与；｜
（名称） ー ト一一一寸

惜別ーー・・ーーーーやーーーーー・ーーーーー・・ーーーーーーーーーー－－－－－ーーーーーーーーーーーーーーーーー＿ ,i＿＿＿＿ーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・・・・・・ーーーーー－－1J；働者数｜
（所不王地） ドJ 円円ぺ 人

① I年以上事業訴動ト企業没立｜

を行っていたこと。！企業開館け

目（ ）地方裁判所 （
I 破派手続1m始決,.i:: ィ

倒産等 ｜ ウ，，，：，J，.下総IJHP／；決定 エ

の’1~m I＠裁判所へのl同日｜

＠裁判所の決定 III 
府人年凡円｜

＠必継退職日｜

？賃金の｜ 支払WJIJ ｜去ノド賃金

③ l純 類｜年：月：日｜ （円）

年 JI 円｜②労災保険の適用事業主であること。

年 月 w I＠退職事由 ｜ア会社都合（定年を合む。）
I （史’t下絞のJ)J合のみ記入｝ ｜イ I'!己都介

）文部の l I , I 

立~i';1~：~：；~ti:ii ｜退j限金刊｜計l皮｜ 作 一 j ：存iri：宝賢妥~~／fll
I I 伽 lウ i歯符rn』1品4ド1イiモ［!ill皮年 対 日IJJU人の有無｜唱 ｜ 
I I lェ凋終年令；1,1］）直 オその他

年 JI 11 I③の賃金債権の刷所｜ア Ji11/ll済額 イ hi¥LUをしていない

年 刀 Alへの届出（破産手続、｜ ｜賃金｜ I I I I I I I 1111 
l又i;l:』E生手続の湯合の｜

年 月 円｜み必ず記入） ｜｜退職金｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜円

手当｜ 手当｜ 手当｜ 手当｜ 計 ｜支払済額 ・｜未払賃金の
（円）｜ （門）｜ （門）｜ （円）｜ （円）｜差引額（円）｜額 （円）

未

払

..... 
iJ: トーーー；ーー・・・：・ーー・4・ーーーー・ーーーーー＿＿，＿ーーーーーーーーー＿，＿ーーーーーーーーー－，＿ーーーーー・ーーーーー，＿ーーーーーーーーーーートーーーーーーーーーー・・4・・・・ーーーーーーーー＋・・ーー－・・ーーーーー

---・r ----,----＂＂＇·ーー’一・・・ーーーーーートーーーーーーーーーーー・ーーーーー・ー・ーー・ -1 － －－－ ，，・ー ーー・ ・1・ーーーーーーー ・ー ー ・ トー・・ーーーーーーーー－ ＜ －ーーーーーーーーーーー－ • ·ーーーーーーーーーーー

出川

貨

合

賃

金

の

－ーーー・ーーーー＿，・・・・・4・・・・ーーーー・・・・・ト・・・・・・・・・・・0・・ー・・ーーーーー－.・ーーーーーーーーー・4・－－－－－－－－－－－1-・ーー・ーーーーーーー－ -1－－－－ー・－－－－－－－1-・4・・・・・・・・・・・

ー－--r --• －，ー一ーー・4・ーーーー－・・4・・........・・－ーーーー－－－－・ーーーーーーーーーーー・4ーーーーー・ーーーーー－，－ーーーーーーーーーーートーーーーーーーーーーー－ -1－－－ーーーーーーーーー......ー・ー・ーーーーー

額｜｜小，ll-
退職 I｛「・ JI ・nr、＇，目

円［賃金の 1 月給 週 給 U給 M A 

支払方法 IIii刺制その他（ ）｜口

米払貸令の ＼［， 後払微：iの託 n:

賃金
締切日 ｜鯨JI

米宇ムiN阪総額又は限度額

（ ）万円のいずれか低い徹

未 払 賃 金 の な 待 払 傾

※1ドIA;、i荷の出l｛剣士切りJil，てる

川
糊

1o·h"1~h"1 Jil r-1 °1治I- ~1 f'I I山｜ω｜姶）ii万｜「IIJ・1伶1·~1111 I 1 号

… A 課長｜班長I係

:1 I I 
；~特記事項

欄

立符払支給額

円1ゴIJ百万； Ii: r-1 l'i: J百； rと｜

｜：；！ ： ：｜円

税額姥除後支給額
1'i Jfi打＼Ji: /J；刊行： j;'；：必｜

｜：：！ ： ：｜円

所得税

市町村民 税

都道府県民税

税 制 搾 除 鰍

円｜源 泉

円Ii数収票

円 ｜迫力H

円 ｜支給



機惜敗珂！ /JI: I} 

lk. ,t. 
'j'IJ件
同l払

i.li: ,,•, 

持｜ 独立行政法人労働者健康安全機構理事長搬
e伶〈

っき
たら

押＼1m>R~- 

か自主

起
v特

てii'!

1?1:1立将払，l，械金額

I/fl 1ヰ
で＇L

1：~＠立佐払令振込先令融機関の指定（詰材木人名義の川悦II座に限ります。 ）

引 金継機関名

誌 ｜／ぷ払if全の、，＇L1H!,•J，業1
・l ¥j,fiJ¥:: 首l 8 !}/ 

ii金のjz.J:ムの釘正j~て平に｜凶する1去Ht第 7$のJjl~｛こ j

Itお、 ~1! fL行政法人労働.r, 他！，Ji安全機憎が立件払をしたJ忌~I土、 L(rl，古~499~m 1 !Iiの胤i.i:: に ）.~づき、その立件
払f訟の'hl1に十円、＇ 1 寸る 1!fiの1'tノi';;.i'Iボ ta;~~.虫、'r.fi'i攻rt人労働行総/Jt'ldt機怖が f \'.:i,'t:llitl＇.』すること {t;JlJt；します

未払賃金の立替払請求書

J/1求年JJf:I 年 月 』I

11 生 {J宅 月 日
人・tE 

向iI女 11(1f11 月 f:l 
、'l主 /,!/; 

※ 

※ 

フリプfナ

氏名

T 

~住所

7 y ガサ

（滑り・をOでl明んで〈ださい）

I 銀行 .2. ゅうちょ銀行（島俊Ml :l i,,託銀行

才的Jll金J.li .tl, IJJII組合 ? 労働金hli
? tをl':協問削i合Cr仇業協同，n合（1:利Illできません.) 

＂＇・1見”h
’と fl＇求
問所，If
地 11:の

‘氏
ナ 1除名
ハ地欄

l上lよ
卜で

ti: J，己
γ鍬名
ン lこ N•
シ，P向1
3いす
ンてる

(Iぽ附） 111.f..と
l ゅうち上銀行を舟定される）jは、財込Illの}J,名 ・佑 l'i::・さに
Iii・n'I'需4を必入してください I.い代

2 ゅうよl銀行をAfli!されるみは、預金泊艇の’与し llii・え
（名袋入 ・「1l'iHf；！｝がわかる部分｝を添付してくださ ｜待 て

IX 
:3 外問符のJ;( fl ,i<J/iに不安があるHJは.iti.t込防 11:1 l'J 
Jtのため‘2と，.. ，嫌に隊合通般の写しを添付してくだ ｜前 市
さl、 lr,, iこ

I の J.
Eゆ る
合唱
I t 名

を
そす
のる
名こ

祢と
地t

曜く ？
き

り t
i 寸
11 ・
1.t 
m 
,l 
0) 

氏
名
を
ど－-r 

百万 ｜拾万｜ 万 千 百 捻 ;" ヒ： 'ill:話番号

円 ｜｛

い
て

本 ・文店（支所）名

（山日健所）

4: .支店 llfひ

普通預金口座S可

フリガナ

口 j仮名浪人

川崎南税務評長

議 ｜

退職所得の受給に関する，，迫告書・退職所得q，；今;!J
年分 ｜市 問T ヰナ 長

｛た /JI 上，f立符払；目求書記載d求｛f'月日のとおり日

印
逃臓 年月 日 {f. 月 日

氏 名

＊印鑑を抑I'してくださL、。
あなたが退職し [j 年 月 同 年

退職した年の T 

1月 IH現花の
た会社における *' 叶政. ..f之浦

住 所
勤続 j明 rill 杢 i］三 Jl 日 σ），＂,ii 11~) 

りげる

ちt fl: t,i ,-.;ti己w.干干払 およjミ」F記載のとおり 11.t1/布ーになったことにより逃駁した’·J~：起の干f無 有 ・無

JドU主f再{J=.I可ーの）；は
人同 年 J-l 日 王手 片 IJ [1ヰ 名を i犯人

退脈所得のえ払f,・ リiM也｜｜ 仲奈川l以川崎rli・本［正時1:JII開f580信地
：￥，羽 ｜独立同法人労働荷健康安全機榊

の住所及び名称 ｝ ソリ γ ドスクエア内

このずZ梓fl、金的l壬かに、時r1に退職r,叫iですの土Jムを受I)Jたことがある ）jl士、この：1 1 ;•;,11に I t記入しないで、娩Hrnに｛耐え付けてあ
る rill験例外の受給に，~1するけli守，IJ,（以 ト「税待。目的｛・lq, ,'i.,I} J）にt・1佐官取を，；c」置のうえ挺出してください tた、本lJi.tftに他に

ill職下＇＂ it手目立払を’Zけたことがあるみは、 「f弛f年＇rH崎(.ttflF守.＇fJにえ払布が交付した rilif.t1li仰の開；l以徴収；・：』Jを添付して提出し
てください

,! l以外山）；11、必ずよ欄の申告書 （太枠欄）に記入、押印してください．

なお、」n•Ht,'H依の＇ v)'./l かにJ主叶する人 ア 11,1,:1q内に｛t・jヲi{, ¥1; I軒ものしない人 イ II 本l•Jt勾に II·・ 1苛がなく、かっ、 lI 
,!,. f •llhi に引主総さ 1,:,1rをイf している期間］か I i1，に湖たない人）の｝jft、所得fll.it＆び机後条約に必づく獄後とたり t寸ので、 I・.欄
のq,;•,,t;t ’ l吋ff名、人J,Jir: iJ I lを必人してください

;J ！：倒的q,:•. ,I｝に記入がない地介）（ftrrll.符ii俄(.t1J1;',,lf」の悩Illがたい時{tiI、立払合傾＜1)20.12～仰勺閉がj)JQ:1軒／！iに係る；車｝弘
徴収従軍tとなります

て
く
だ
さ
、



械式第 7 ・8号

証明書記入上の注意

1.立替払の対象となる昏

立替払の対象となる訴は、破産手続開始の決定、特別清算開始の命令、再生手続開始の決定又は

更生手続開始の決定（以下「破産手続開始の決定等Jといいます。）があった事業主に雇用されてい

た労働基準法上の労働右であって、破産手続開始、特別清算開始、 再生手続開始又は吏生手続開始

の申立て（以ド「破産手続開始等の申立てJといいます。）の日の6か月前の日から起算して 2年間

に退職したもので、未払賃金の総額が 2万円以上のものですから、これらの要fllニに該当するものに

ついてのみ証明 してください。

2.証 明有

証明＃は、破産手続開始の決定等を行った裁判所文は破産管財人（破産手続開始の決定の場合）、

清算人（特別清算開始の命令の場合）、再生債務者等（再生手続開始の決定の場合）、管財人（更生

手続開始の決定の場合）です。

3.証明古醤号

2人以上の退職労働者について証明する場合は、証明書・右 ｜二の「証明書番号Jの欄に通し番号を

記入し、最後に証明した者については、通し{fl:号の後に（完）と記入してくださし、。

4.本社（名称、又は氏名）

「本社（事業主）」の欄の（名称文は氏名）には、事業主が法人の場合は法人の名称、事業主が個

人の場合は個人の氏名を記入してくださし、。

5. 業種番号

「本社（事業主）Jの「業種番号Jの欄には、企業全体の事業内容から判断して、①製造業②鉱業

③建設業 ④運輸交通業 ⑤貨物取扱業 ⑤農林業 ⑦畜産 ・水産業 ③商業 ⑨金融広

告業 ⑩ 映画 ・演劇l業 ⑪ 通信業 ⑫教育研究業 ⑬保健衛生業 ⑪ 接客娯楽業 ⑬清掃 ・

と畜業 ⑮官公署 ⑪その他の事業の中から該当するものを選ーび、その番号を記入してください。

6. 労働者数

「本社（事業主）」の 「労働者数Jの欄には、 破産手続開始等の申立てがなされた日のほぼ1年前

に、 企業全体について、常態として使用していた常用労働者の数を記入してください。ここで、常

用労働者とは、 2か月を超えて使用され、文は使用されることが予定されている労働者であり 、か

っ、過当たりの所定労働時間が、当該企業の通常の労働者とおおむね同等である者をいいます。

7.事業 場

「事業場」とは、退職労働者が働いていた本社、支店、工場、営業所等をいいます。

8.裁判所への申立日

③の「裁判所への申立日Jの欄には、同ーの破産手続開始の決定等に係る破産手続開始等の申立

てが 2つ以上ある場合には最初の申立ての日を記入してください。

9.基準退職日

⑤の 「基準退職日j の欄には、当該労働者の退職の日を記入してください。

10. 生年月日

⑦の「生年月日」の欄の（ 歳）には、⑤の基準退職日時点における退職労働者の満年齢を記

入してください。



11. 賃金 ・手当

(1) ③の「未払賃金の額」の欄の「定期賃金」とは、労働基準法第24条第2項本文に規定する毎

月 1回以上、 一定の期日を定めて支払われる賃金（税金 ・社会保険料等の控除の前の額）をいい、

「退職手当Jとは、退職一時金及び退職年金の双方を含みます。

なお、完全月給制の労働者が賃金計算期間の中途に退職する場合に、就業規則等により賃金

が減額されないこととされている場合であっても、所定労働日数の比率により日割引算 した額

が、当該賃金計算期間における未払賃金額となります。

(2) 労働基準法第26条の「休業手当Jは、原則として、「未払賃金Jの額に含まれますが、事業活

却］を停止した場合の停止日以後の休業手当は、事業主が事業再開のために具体的な活動を行っ

ている期間中 （30日を限度とする。）のもの以外は「未払賃金」の額に含まれません。

(3) 破産手続開始等の申立ての前後に賃金規程、退職手当規程等が増額改訂された場合の増額さ

れた額及び退職手当が新たに設けられた場合の当該退職手当の全額は「未払賃金Jの額に含ま

れません。

(4) 賞与及び労働基準法第20条の解雇予告手当は「未払賃金Jの額に含まれません。

(5) 「手当Jは、それぞれ手当ごとに「名称」と「金額」を記入してください。記入欄が足りない

ときは、 2段に記入し「名称Jをその他とすることのないようにしてください。

(6) ⑦「支払済額Jとは、支払われるべき定期賃金及び退職手当のうち既に支払を受けた額をい

い、＠「差引額」とは、事業主の債権に基づく差引額をいいます。「支払済額 ・差引額Jの欄に

は、⑦と＠との合計額を記入してください。

12.各事項の証明に当たっては、事実を明らかにすることができる資料（例えば、①については 1年

前の目前の税金、社会保険料の納入状況を示す書類、 1年前の目前の企業の活動を示す経営諸帳簿、

会社の成立・抹消を示す商業登記簿、⑤については解雇辞令、出勤簿等、⑦については運転免許荘、

国民年金手帳、健康保険被保険者証、雇用保険被保険者離職票、住民票の記載事項証明書（住所、

氏名及び生年月日が明らかになるもの）等公的機関の発行に係る書類のうちいずれか（これらによ

り確認できない場合には、労働者名簿、労働契約書等）、③については賃金台帳等）により証明 し

てくださし、。

13.③、④については裁判所への申立書（本文 （申立ての理由及び申立日の部分）及び会社文は法人

登記簿） の写、裁判所の決定書等の写、また、③については退職手当の未払がある場合は退職手当

規程の写及び退職手当の計算明細一覧表を、l企業につき l部送付してくださし、。あわせて、③に

ついては退職月を含む賃金台帳の写及び 11.(1）なお書に該当する場合には未払賃金計算書の写 （し、

ずれも各退職労働者の状況が分かるもの）を 1部送付してください（送付先 ：〒212-0013 神奈川

県川崎市幸区堀川町 580番地 ソリッドスクエアビノレ東館 独立行政法人労働者健康安全機構産業

保健 ・賃金援護部審査課）。なお、退職手当規程及び退職手当の計算明細一覧表、賃金台帳及び未払

賃金計第書には、それぞれ管財人等の証明印を押印してくださし、。

＊不正受給について

偽りその他不正の行為により立替払金を受けたときは、立替払金額の

2倍の額の納付を命じられるほか、刑事責任を問われることになります。
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未払賃金の立替払に係る認定の取消しについて

第

年

号

日
月

住所

氏名 殿

労働基準監督署長 ⑮ 

賃金の支払の確保等に関する法律（昭和 51年法律第 34号）第7条の規定に基づき

年 月 日付けをもって通知しました に係る認定に

ついては、下記の理由により取り消しましたので通知します。

先に交付しました認定通知書は、速やかに返還してください。

この処分に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して 3か月

以内に厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。ただし、処分があった日か

ら1年を経過した場合は、審査請求をすることができません。

この処分に対する取消訴訟は、国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大

臣となります。）、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内に提起

することができます。ただし、処分があった日から 1年を経過した場合は、提起すること

ができません。

また、厚生労働大臣に対して審査請求をした場合には、この処分に対する取消訴訟は、

その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して 6か月以内に提起するこ

とができます（この場合においても裁決を経る前に直ちに取消訴訟を提起することは妨げ

られません。）。ただし、裁決があった日から 1年を経過した場合は、提起することができ

ません。

記

取消しの理由



未払賃金の立替払に係る確認の取消しについて

第

年
号

月 日

住所

氏 名 殿

労働基準監督署長 ⑮ 

賃金の支払の確保等に関する法律（昭和 51年法律第 34号）第 7条の規定に基づき

年 月 日付吋をもって通知しました確認については、下記の理由によ

り取り消しましたので、通知します。

先に交付しました確認通知書は、速やかに返還してください。

この処分に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して 3か月

以内に厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。ただし、処分があった日か

ら1年を経過した場合は、審査請求をすることができません。

この処分に対する取消訴訟は、国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大

臣となります。）、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内に提起

することができます。ただし、処分があった日から 1年を経過した場合は、提起すること

ができません。

また、厚生労働大臣に対して審査請求をした場合には、この処分に対する取消訴訟は、

その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して 6か月以内に提起するこ

とができます（この場合においても裁決を経る前に直ちに取消訴訟を提起することは妨げ

られません。）。ただし、裁決があった日から 1年を経過した場合は、提起することができ

ません。

記

取消しの理由



（未払賃金の立替払事業 L
様式第 1 1 号 j

未払賃金の立替払に係る確認の変更について

第

年

号

日
月

住所

氏名 殿

労働基準監督署長 ⑮ 

賃金の支払の確保等に関する法律（昭和 51年法律第 34号）第 7条の規定に基づき

年 月 日付けをもって通知しました貴殿に係る確認については、下記

のとおり変更したので通知します。

この処分に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して 3か月

以内に厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。ただし、処分があった日か

ら1年を経過した場合は、審査請求をすることができません。

この処分に対する取消訴訟は、国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大

臣となります。）、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内に提起

することができます。ただし、処分があった日から 1年を経過した場合は、提起すること

ができません。

また、厚生労働大臣に対して審査請求をした場合には、この処分に対する取消訴訟は、

その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して 6か月以内に提起するこ

とができます（この場合においても裁決を経る前に直ちに取消訴訟を提起することは妨げ

られません。）。ただ、し、裁決があった日から 1年を経過した場合は、提起することができ

ません。

記

1. 変更の理由

2. 変更される確認事項（確認通知書における確認事項の番号）

3.変更前の確認内容

4. 変更後の確認内容



未払賃金の立替払における不正受給に係る返還命令書

第

年
号

日
月

住所

氏名 殿

労働局長⑮

賃金の支払の確保等に関する法律（昭和 51年法律第 34号）第 7条の規定に基づき

年 月 日付けで独立行政法人労働者健康安全機構が貴殿に対して行っ

た立替払について、同法第 8条第 1項の規定に基づき、下記のとおり返還を命じま

す。

この処分に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して 3か月

以内に厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。ただし、処分があった日か

ら1年を経過した場合は、審査請求をすることができません。

この処分に対する取消訴訟は、国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大

臣となります。）、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内に提起

することができます。ただし、処分があった日から 1年を経過した場合は、提起すること

ができません。

また、厚生労働大臣に対して審査請求をした場合には、この処分に対する取消訴訟は、

その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して 6か月以内に提起するこ

とができます（この場合においても裁決を経る前に直ちに取消訴訟を提起することは妨げ

られません。）。ただし、裁決があった日から 1年を経過した場合は、提起することができ

ません。

記

1.理 由

2. 返還すべき金額 円



（未払賃金の立替払事業 ）
様式 第 1 3 号 j

未払賃金の立替払における不正受給に係る連帯返還命令書

第

年 月

号

日

申請者住所

氏名

事業主 住所

氏名又

は名称

殿

殿

労働局長⑮

賃金の支払の確保等に関する法律（昭和 51年法律第 34号）第7条の規定に基づき

年 月 日付けで独立行政法人労働者健康安全機構が

申請者 に対して行った立替払について、同法第 8条第 1項及び第

2項の規定に基づき、下記のとおり貴殿等が連帯して返還することを命じます。

この処分に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して 3か月

以内に厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。ただし、処分があった日か

ら1年を経過した場合は、審査請求をすることができません。

この処分に対する取消訴訟は、国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大

臣となります。）、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内に提起

することができます。ただし、処分があった日から 1年を経過した場合は、提起すること

ができません。

また、厚生労働大臣に対して審査請求をした場合には、この処分に対する取消訴訟は、

その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して 6か月以内に提起するこ

とができます（この場合においても裁決を経る前に直ちに取消訴訟を提起することは妨げ

られません。）。ただし、裁決があった日から 1年を経過した場合は、提起することができ

ません。

記

1.理由

2. 返還すべき金額 円



未払賃金の立替払における不正受給に係る納付命令書

第

年

号

日
月

住所

氏名 殿

労働局長⑪

賃金の支払の確保等に関する法律（昭和 51年法律第 34号）第 7条の規定に基づき

年 月 日付けで独立行政法人労働者健康安全機構が貴殿に対して行っ

た立替払について、同法第 8条第 1項の規定に基づき、下記のとおり納付を命じま

す。

この処分に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して 3か月

以内に厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。ただし、処分があった日か

ら1年を経過した場合は、審査請求をすることができません。

この処分に対する取消訴訟は、国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大

臣となります。）、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内に提起

することができます。ただし、処分があった日から 1年を経過した場合は、提起すること

ができません。

また、厚生労働大臣に対して審査請求をした場合には、この処分に対する取消訴訟は、

その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して 6か月以内に提起するこ

とができます（この場合においても裁決を経る前に直ちに取消訴訟を提起することは妨げ

られません。）。ただし、裁決があった日から 1年を経過した場合は、提起することができ

ません。

記

1.理由
仁

2.納付すべき金額 円



（未払賃金の立替払事業）
様式第 1 5 号 j

未払賃金の立替払における不正受給に係る連帯納付命令書

第

年 月

号

日

申請者住所

氏名

事業主住所

氏名又

は名称

殿

殿

労働局長⑮

賃金の支払の確保等に関する法律（昭和 51年法律第 34号）第 7条の規定に基づき

年 月 日付けで独立行政法人労働者健康安全機構が

申請者 に対して行った立替払について、同法第 8条第 1項及び第

2項の規定に基づき、下記のとおり貴殿等が連帯して納付することを命じます。

この処分に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して 3か月

以内に厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。ただし、処分があった日か

ら1年を経過した場合は、審査請求をすることができません。

この処分に対する取消訴訟は、国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大

臣となります。）、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6か月以内に提起

することができます。ただし、処分があった日から 1年を経過した場合は、提起すること

ができません。

また、厚生労働大臣に対して審査請求をした場合には、この処分に対する取消訴訟は、

その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して 6か月以内に提起するこ

とができます（この場合においても裁決を経る前に直ちに取消訴訟を提起することは妨げ

られません。）。ただし、裁決があった日から 1年を経過した場合は、提起することができ

ません。

記

1.理由

2.納付すべき金額 円


